
沖縄総合事務局運輸部の取組

運輸部

資料５



• 沖縄総合事務局運輸部「バリアフリー推進協定制度」
• 那覇空港における取組
• 沖縄総合事務局子ども見学デーにおける取組
• バリアフリー教室の開催

1



沖縄総合事務局運輸部「バリアフリー推進協定制度」
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交通に係るバリアフリー推進を積極的に図っている民間事業者と協定を締結し、その取組を後押し。

沖縄総合事務局
運輸部

パートナー

目的
交通に係るバリアフリー推進を積極的に図っている民間事業者との連携の強化を図るとともに、その取組を後押しすることによ
り、沖縄の交通に係るバリアフリー推進施策を効果的かつ効率的に実施する。

要件
1. 法人格を有すること。
2. 反社会的勢力でないこと。
3. 交通に係るバリアフリー推進について実績を有すること。

協定内容

１． 当部がパートナーに求めるもの
① 交通に係るバリアフリー推進の取組を実施すること。
② バリアフリー教室の開催など当部の取組に協力すること。
③ 当部が実施するアンケートや情報の広報等に協力すること。
④ 交通に係るバリアフリー推進に関する情報を共有すること。
2. 当部がパートナーに提供するもの
① 「沖縄総合事務局運輸部『バリアフリー推進パートナー』」の名称の使用を認めること。
② セミナー開催などパートナーが実施する沖縄の交通に係るバリアフリー推進に関する取組について協力すること。
③ 必要に応じて、パートナーが実施する取組等について、当部所管事業者等に対する周知等を実施すること。

協定期間 • 協定締結の日から2年間

その他
• 随時募集とする。
• 当部より協定内容の実施に対して費用を支払うことは致しません。

• 「パートナー」の名称の使用
• パートナーが実施する取組への協力 等

• バリアフリー推進の取組の実施
• 当部の取組への協力 等

≪制度内容≫ http://ogb.go.jp/unyu/9280/009289

現パートナー：
特定非営利活動法人バリアフリーネットワーク会議
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当部とバリアフリー推進協定を締結しているNPO法人バリアフリーネットワーク会議に受託いただき、
那覇空港事務所及び那覇エアポートパーキング（株）の協力のもと、以下のとおり実証調査を実施。

那覇空港の1F到着口接車帯の身障者専用乗降所において、対象でない車が停車し、身障者が運転する
車・身障者を乗せた車が停車できないケースが多発。

駐車場においても、同様に、身障者専用スペースに駐車できないケースが発生。

調査期間 1回目 ：2019年2月16日（土）～2月19日（火）
2回目 ：2019年2月23日（土）～2月26日（火）

調査内容 【接車帯（1F到着口1か所）】
身障者専用乗降所に、身障者専用である旨を記載
した標識を設置することの効果を、その有無（1回目
は無、2回目は有）で検証。

【駐車場（P1：1F3か所、3F6か所）】
身障者専用スペースの利用について、車イスマーク等の標
識を掲示した上で利用していただくよう注意喚起文を掲示し
た上で、掲示が確認できない車両については、適正使用を
依頼する書面（A3サイズ）を当該車両のフロントガラスに置く
ことの効果を、その有無（1回目は無、2回目は有）で検証。

効果
標識無 標識有

不適正利用台数 375台 286台（△23.7%）

不適正利用時間 866分 520分（△41.1%）

掲示無 掲示有

不適正利用台数 10台 8台（△20.0%）

不適正利用時間 10,017分 4,810分（△52.0%）

那覇空港における実証調査の実施
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背 景



実証調査後の取組
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空港事務所とBFN会議との覚書締結

那覇空港事務所とNPO法人バリアフリーネットワーク会議の間で覚書を締結し、2019年4月1日より、同会議が

那覇空港旅客ターミナルビル前身障者専用乗降場において不適切な使用を見かけた際、注意喚起等の

適正指導を実施。

運輸部から運輸事業者へのお願い

実証調査において、バス、タクシー、レンタカー（レンタカー送迎車

含む。）の各事業者についても一定の不適正利用が確認されたこ

とから、関係団体等に対して、那覇空港その他の施設における身

体障害者専用の乗降帯の適正利用をお願いする文書を発出。
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子ども見学デーにおける取組
バリアフリーって何だろう？～体験してみよう！バリアフリー教室～
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子どもたちが広く社会を知る体験活動の機会を設けるとともに、行政の仕事に関心を持ってもらい理解を深め
てもらうことを目的として2016年度より開催。今年度は、8月1日（木）に開催予定。

沖縄総合事務局においては、ノンステップバスを利用したバリアフリー体験（車いす、視覚障害、高齢者疑似体
験）を通してバリアフリーについての理解を深めてもらうため、「バリアフリー教室」を開催。

子ども見学デーとは

≪参考≫昨年度のバリアフリー教室（113名の小人が参加※子ども見学デー全体では355人の小人が参加）
体験風景



8

• 沖縄総合事務局運輸部「バリアフリー推進協定制度」
• 那覇空港における取組
• 沖縄総合事務局子ども見学デーにおける取組
• バリアフリー教室の開催



バリアフリー教室の開催
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沖縄総合事務局では、高齢者、障害者の疑似体験や介助体験などを通じてバリアフリーについての理解を深
めてもらうとともに、ボランティア意識を醸成し、誰もが高齢者、視覚障がい者等に対し「お手伝いしましょう」とごく
自然に声をかけてサポートできる「心のバリアフリー」を目指し、2001年度以降毎年バリアフリー教室を開催。

今年度は、昨年のバリアフリー法の一部改正により、公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推
進等が新たに規定されたことを踏まえて、バス事業者の職員を対象とした教室を開催するとともに、昨年10月
にオープンした那覇バスターミナルについて、検証調査を実施予定。

参加者
1. バス事業者の職員※
2. 障害者

内容案

1. バリアフリー教室
①座学
バス事業者の職員を対象とした接遇等に係る講義を実施
②実体験（車いす、アイマスク、高齢者疑似体験）
２．検証調査
障害者等が円滑にバスターミナルにアクセスできるか、バス
ターミナル内を移動・利用できるか、円滑にバスに乗降するこ
とができるか等を調査・検証
→課題等を整理するとともに、対応策を検討

※バリアフリー法の改正により、過去3年度の平均輸送人員が1,000万人以上である公共交通
事業者については、ハード・ソフト計画の作成・公表が義務付け（沖縄では、沖縄都市モノレール
と琉球バス交通が対象）

≪概要≫


